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Chushokigyo-chiba

【
事
業
主
の
皆
さ
ま
へ
】

　

年
度
更
新
の
手
続
き
は
、
平
成
25
年

度
の
概
算
保
険
料
を
精
算
す
る
「
確
定

申
告
」
と
平
成
26
年
度
の
見
込
み
保
険

料
（
概
算
保
険
料
）
を
申
告
す
る
も
の

で
す
。

　

申
告・納
付
は
、各
労
働
基
準
監
督
署
、

最
寄
り
の
金
融
機
関
を
通
じ
て
お
早
め

に
手
続
き
し
て
下
さ
い
。

　

な
お
、
保
険
料
の
申
告
に
は
電
子
申

請
を
、
納
付
に
口
座
振
替
を
ご
利
用
頂

く
と
便
利
で
す
。

◎
詳
し
く
は
、
千
葉
労
働
局
労
働
保
険

徴
収
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

 

（
☎
０
４
３・２
２
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３
１
７
）

①
均
等
法
で
禁
止
す
る
間
接
差
別
の
範

囲
が
拡
大
し
ま
す

　

現
在
、
均
等
法
で
禁
止
さ
れ
て
い
る

間
接
差
別
３
項
目
の
う
ち
１
項
目
の
内

容
が
変
わ
り
ま
す
。

○
（
合
理
的
な
理
由
な
く
）
す
べ
て
の

労
働
者
の
募
集
・
採
用
、
昇
進
ま
た
は

職
種
の
変
更
に
当
た
っ
て
「
転
居
を
伴

う
転
勤
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
」

を
要
件
と
す
る
こ
と
。

※　
　

が
改
正
部
分
で
す
。

※
間
接
差
別
…
性
別
以
外
の
事
由
で
、

一
方
の
性
に
相
当
程
度
の
不
利
益
を
与

え
る
措
置
で
合
理
的
理
由
の
な
い
も
の
。

②
職
場
に
お
け
る
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
対
策
の
指
針
に
お
い
て
、
同
性

に
対
す
る
セ
ク
ハ
ラ
が
対
象
に
含
ま
れ

る
こ
と
を
明
記
す
る

な
ど
の
変
更
が
あ
り
ま
し
た
。

◎ 
詳
し
く
は
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

小
規
模
企
業
共
済
制
度
は
、
小
規
模

企
業
の
個
人
事
業
主
（
共
同
経
営
者
を

含
む
）
ま
た
は
会
社
等
の
役
員
の
方
が

事
業
を
や
め
ら
れ
た
り
、
退
職
さ
れ
た

り
し
た
場
合
に
、
生
活
の
安
定
や
事
業

の
再
建
を
図
る
た
め
の
資
金
を
あ
ら
か

じ
め
準
備
し
て
お
く
共
済
制
度
で
、
い

わ
ば
「
経
営
者
の
退
職
金
制
度
」
と
い

え
ま
す
。

　

同
制
度
の
加
入
対
象
者
の
範
囲
が
平

成
26
年
４
月
１
日
か
ら
下
記
の
よ
う
に

一
部
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

　
【「
宿
泊
業
」
と
「
娯
楽
業
」
の
加
入

資
格
】〈
３
月
31
日
ま
で
〉
常
時
使
用
す

る
従
業
員
数
が
５
人
以
下
の
個
人
事
業

主
、
経
営
者
（
※
）
ま
た
は
会
社
の
役

員
〈
４
月
１
日
か
ら
〉
常
時
使
用
す
る

従
業
員
数
が
20
人
以
下
の
個
人
事
業
主
、

経
営
者
（
※
）
ま
た
は
会
社
の
役
員

※ 

共
同
経
営
者
は
、
個
人
事
業
主
１
人

に
つ
き
２
人
ま
で
。

◎ 

制
度
の
詳
し
い
ご
案
内
は
、
中
小
機

構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

　

厚
生
労
働
省
は
、
平
成
24
か
ら
の
風

し
ん
流
行
を
受
け
、平
成
26
年
３
月
「
風

し
ん
に
関
す
る
特
定
感
染
症
予
防
指
針

（
厚
生
労
働
大
臣
告
示
、
以
下
「
予
防
指

針
」
と
い
う
）」
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
中
で
、
特
に
職
域
に
お
け
る
風

し
ん
対
策
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
お

り
、
厚
生
労
働
省
は
事
業
者
に
対
し
て
、

予
防
接
種
を
受
け
や
す
い
環
境
の
整
備

等
に
関
し
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
定
め
て

実
施
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。

　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
職
場
に
お
い
て

風
し
ん
対
策
を
実
施
す
る
場
合
に
必
要

な
体
制
、
具
体
的
手
法
や
手
順
な
ど
に

つ
い
て
現
場
の
利
便
性
を
十
分
配
慮
し

た
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
厚
生
労
働
省
の
Ｈ

Ｐ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
の
で
、

職
場
内
、
家
族
・
友
人
等
へ
感
染
伝
播

防
止
に
お
役
立
て
く
だ
さ
い
。

　

新
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
が
、

４
月
11
日
閣
議
決
定
さ
れ
た
。

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
は
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
政
策
の
基
本
的
な
方
向
性
を
示
す

た
め
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
基
本
法
に
基

づ
き
政
府
が
策
定
す
る
も
の
で
、「
安
全

性
」、「
安
定
供
給
」、「
経
済
効
率
性
の

向
上
」、「
環
境
へ
の
適
合
」
と
い
う
エ

ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
基
本
的
な
方
向
性
を

示
す
も
の
。

　

最
大
の
特
徴
は
⑴
２
０
１
２
年
９
月

に
当
時
の
民
主
党
政
権
が
決
め
た
「
革

新
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
戦
略
」
に
盛

り
込
ま
れ
た
「
２
０
３
０
年
代
に
原
発

稼
働
ゼ
ロ
」
と
い
う
方
針
が
転
換
さ
れ
、

「
重
要
な
ベ
ー
ス
電
源
」
と
明
記
さ
れ
た

こ
と
。
⑵
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
し
て

は
、
２
０
１
３
年
か
ら
３
年
程
度
、
導

入
を
最
大
限
加
速
し
て
い
き
、
そ
の
後

も
積
極
的
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
等
で

あ
る
。

　

詳
細
は
、
経
済
産
業
省
の
Ｈ
Ｐ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

千
葉
労
働
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

労
働
保
険
料
の
申
告
・
納
付
は
、

お
早
め
に

 

（
期
間
は
６
／
１
～
７
／
10
ま
で
）

平
成
26
年
７
月
１
日
か
ら

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
の
規
則
・

指
針
の
一
部
が
変
わ
り
ま
す
!!

小
規
模
企
業
共
済
の
加
入
対
象
が

４
月
か
ら
一
部
拡
大
さ
れ
ま
し
た

職
場
に
お
け
る
風
し
ん
対
策

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
に
つ
い
て

新
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
が

閣
議
決
定
（
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
）
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